
「間伐材利用広域連携環境整備促進事業」の
募集のお知らせ

間伐材利用広域連携環境整備促進事業とは・・・

間伐が強力に実施されている中、間伐材の一層の利用を促進するため新たな製品の創出に向
けたアイデアが求められています。本事業は、こうした状況の中、間伐材利用のための用途開拓
に資するユニークな事業を公募により選定し、支援するものです。
※本事業は、林野庁平成18年度補助事業「間伐材利用広域連携環境整備促進事業」により全国森林組合連合会が
実施するものです。
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　○募集期間
　　平成18年５月８日(月)～６月９日(金) （当日消印有効）

　○問い合わせ先及び応募先
　全国森林組合連合会 間伐材利用広域連携環境整備促進事業 事務局　（担当者：小川、富山、喜多）

　　〔住所〕〒101-0047 東京都千代田区内神田１丁目１番12号　　〔電話〕03-3294-9715　　〔FAX〕03-3293-4726
　　〔Email〕k_mark@zenmori.org　　〔URL〕http://www.zenmori.org/index.shtml
　※募集要領や申請書様式はホームページから入手することができます。

１　募集する事業
　上下流域を含む広域にわたる関係者の連携の下に、
間伐材の利用促進に係る用途開拓を行う事業を募集し
ます。

２　支援内容
　下記の各事項に該当する経費のうち、１/２以内を助成
します（対象品目の詳細は募集要領参照）。
　（１）製品の製作・実証等に必要な経費
　（２）（１）の試作品の試験的な導入や利用者を対象にし
　　　たモニタリングに必要な経費

３　募集対象者・団体
　森林組合、都道府県森林組合連合会、林業者等で組
織する団体を対象とします。

４　助成対象となる事業規模
　自己負担分を含む事業費が400万円以上の事業を対
象とします。

５　事業の主な要件
・上下流域等の広域連携及び異業種と連携した事業で　
　あること
・間伐材利用量の拡大につながる事業であること

や消費者のニーズに基づいた事業であること
導入やモニタリングは都市部等十分な波及効果

　が期待される地域で実施する事業であること

６　審査結果の通知
　審査の結果については、応募申請者に対して当連合
会から文書で通知するとともに、選定された事業概要に
ついて一般に公表します。

・地域
・試験

§間伐材利用の一例§
土木・建設関連、建築、家具、
文房具・身の回り製品等


